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1.1. 研究の概要研究の概要

高速道路本線では、年間1万件を超える事故が発生している。

1-1 目的

高速道路本線では、年間1万件を超える事故が発生している。
違反別にみると、「前方不注視」は全事故のほぼ半数であり、
死亡事故では約4割を占め、高速道路において最も生じやすく、
重大事故につながる排除すべき違反であるといえる。この前
方不注視に内在する大きな要因の一つは居眠り運転と考えら
れるれる。

平成24年4月29日に関越道で発生したツアーバスの事故以
降 居眠り運転が社会問題となり 居眠り事故防止に向けた降、居眠り運転が社会問題となり、居眠り事故防止に向けた
対策が望まれているところである。

本研究は、既往の知見の整理及びアンケート・ヒアリング調査本研究は、既往の知見の整理及びアンケ ト ヒアリング調査
により、効果的な居眠り運転防止対策を検討し、啓発広報の
基礎資料を作成することを目的としたものである。
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1.1. 本研究の概要本研究の概要

委員会名）
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1.1. 研究の概要研究の概要

対象 方法 時期

1-3 実施内容

委員会（6回） ― ―

第一回 H25. 8.28
第二回 H25.11.29
第三回 H26. 2.27
第四回 H26 7 1第四回 H26. 7. 1
第五回 H26.11.26
第六回 H27. 2. 6

献等 収集整 国内外 文献 文献 年度文献等の収集整理 国内外 ： 111文献 文献、WEB H25～26年度

アンケート調査 一般ドライバー ： 1000名 Closed 型
WEB アン H25 12

（一般ドライバー） (男:800,女:200) WEB アン

ケート

H25.12

アンケート調査
Gマーク事業所 ： 299社
（送付 1200社 25 30事業所/ 郵送調査 H26 10

（運送事業者）
（送付：1200社=25～30事業所/
都道府県）

郵送調査 H26.10

ヒアリング調査
安全意識が高い事業者： 6社 訪問・聴取 H26 8～11

4

（運送事業者）
安全意識が高い事業者： 6社 訪問・聴取 H26.8～11



2.2. 眠気・居眠り運転の現状と主な要因眠気・居眠り運転の現状と主な要因
2-１ 居眠り運転事故に関する動向

・ツアーバスの事故が相次
ぎ、バス事業形態の統廃合

バス事業者に対する規制強化バス事業者に対する規制強化

や、ワンマン運転基準改定
などの規制強化

・居眠り運転事故の防止装居眠り運転事故の防止装
置などが補助・義務化の対
象に

警察 速道・警察・高速道路会社によ
る啓発キャンペーン『レッ
ツ・ブレイク！』の実施
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2.2.眠気・居眠り運転の現状と主な要因眠気・居眠り運転の現状と主な要因
2-2 居眠り運転の現状①

・日本における居眠り事故の実態は不明

・
日本における居眠り事故の実態は不明

ただし、「眠気」 「ヒヤリ」 「警察発表の居眠り事故」 は 日本 と 欧米で同じ傾向

⇒日本の「居眠り事故の実態」は欧州同様 ２割程度 と推測

日 本 欧州

眠気 1回/月 ８ ％ 1回/月（仏） ３ ％

ヒヤリ
ヒヤリ ５０ ％ あやうく居眠り（英） ３０ ％

かなりヒヤリ １０ ％ あやうく事故（仏） ４ ％

警察発表の 全事故の １ ％ 全事故または １～警察発表の
居眠り事故

事故 ％ 全事故または
死亡事故の

１
４ ％死亡事故の ３ ％

欧州と同程度との推測より

事故全体（独） １９ ％

道路全体（英） １６ ％
居眠り事故

の実態

欧州と同程度との推測より

２割程度の可能性

道路全体（英） １６ ％

高速道路（英） ２３ ％

大型ﾄﾗｯｸ（独） １６ ％

単独事故（独） ４４ ％

6

単独事故（独） ４４ ％

※日本の「眠気」及び「ヒヤリ」はアンケートより、それ以外は文献調査による



2.2. 眠気・居眠り運転の現状と主な要因眠気・居眠り運転の現状と主な要因
2-2 居眠り運転の現状②

・危険回避をせずに衝突するため被害が大きく、高速道路における死亡重傷率
は他要因の約４倍以上である

≪≪高速道路高速道路≫≫≪≪高速道路高速道路≫≫ ≪一般道路≫≪一般道路≫一般道一般道高速道路高速道路

33  67 居眠り運転

死亡重傷 人身(死亡重傷除く)

N=  444 20  80 居眠り運転

死亡重傷 人身(死亡重傷除く)

N=   12,167

7  93 他要因 N=55,745

4倍以上

6  94 他要因 N=3,015,456

3倍以上

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

7※出典：(公財)交通事故総合分析センター、2009～2013年データ



2.2.眠気・居眠り運転の現状と主な要因眠気・居眠り運転の現状と主な要因
2-3 眠気の身体への影響

・17時間起き続けた時の眠気は、ビール約500mlの飲酒時と同等の作業
能力低下をもたらす

・注意力低下、反応時間の遅れのほか、視覚機能の障害が生じ、免許取
消しのレベルとなる消しのレベルとなる

作業能力が大きく低
下する連続覚醒時間
が17時間の場合、

ビ

酒量と運転技術低下の関係酒量と運転技術低下の関係連続覚醒の影響連続覚醒の影響

500ml缶ビール1本の
飲酒量に相当する。

運転技能 血中濃度 飲酒量の目安
※)

(ビール換算量)

集中力が下がる 0.01%未満 350ml缶1本未満

多方面への注意力が向かなくなる 0 02% 350ml缶1本程度多方面への注意力が向かなくなる 0.02% 350ml缶1本程度

反応時間が遅れる 0.02% 350ml缶1本程度

トラッキング技能が障害される 0.02% 350ml缶1本程度

ハンドル操作がうまくできなくなる 0.03% 500ml缶1本弱

免許

停止

免許

※作業はコンピュータを使った追跡課題。実験は午前8時から翌日

の昼12時まで。データは平均と標準誤差。

※出典：Dawson et al.,Nature vol.388,1997

視覚機能が障害される 0.04% 500ml缶1本程度

規則を無視し始める 0.05% 350ml缶2本弱

※) この量はあくまでも目安と考えてください。

※) 出典：厚生労働省。一部改変

免許

取消

8

※出典 , ,



2.2. 眠気・居眠り運転の現状と主な要因眠気・居眠り運転の現状と主な要因
2-4 眠気のリズム 生体リズムによる眠気生体リズムによる眠気

・眠気は3つの生体リズムに関連する

・2～4時と14～16時に眠気が強まる

・居眠り運転の発生タイミングは、眠気
のリズムと類似した傾向にある

・２時間周期のリズムは単調作業時に顕在化時間周期 リ は単調作業時 顕在化
（高速道路運転時など）

居眠り運転事故の発生時間帯居眠り運転事故の発生時間帯

Peretz Lavie, 1985年（一部改編）

サ カデ アン（概日）リズム 時間周期

３つの生体リズム３つの生体リズム

【人身事故（一般道を含む関東地区）】

サーカディアン（概日）リズム 24時間周期

サーカセミディアン（半概日）リズム 12時間周期

ウルトラディアン（超日）リズム 2時間周期

99西田泰,1999年（一部改編）

居眠り事故率 ： 各時間帯の事故全体に対する居眠り運転事故の割合



3.3. 居眠り運転防止対策居眠り運転防止対策

3-1 短時間仮眠

・仮眠は、15～３０分程度（ノンレム睡眠の第２段階）の短時間仮眠が
効果的である。

・30分（第３段階）以上は、睡眠慣性（寝ぼけた状態）が生じる
・ ただし、仮眠は睡眠不足の解消にはならない

・高速道路で仮眠をとることのある一般ドライバーの８割は３０分以上の仮眠をとっ
ている。（アンケート調査結果より）

最適な仮眠時間最適な仮眠時間
仮眠と休憩の効果仮眠と休憩の効果

レム睡眠

覚醒

レム睡眠

第１段階

第２段階
ノンレム

15
分

林光緒ほか， 1999年

正解率向上
→仮眠の効果あり

眠気減少
→仮眠の効果あり

第 段階
ノンレム

睡眠

第３段階

第４段階

時間経過

15
分

10

時間経過



3.3. 居眠り運転対策居眠り運転対策

3-2 カフェイン摂取
・カフェイン摂取は眠気抑制に効果があるカフェイン摂取は眠気抑制に効果がある
・カフェインの効果は少なくとも15分経過したのち発現し２時間程度持続する
・カフェインは150mg（コーヒー１～２杯）が最適

（過剰摂取は中毒や副作用が生じる）（ 剰 や 用 ）

・ 一般ドライバーの約３割は１５分以内にカフェインの効果がでると誤認識されている。

ゆれが減少→効果あり
37

40 

15分までに効果が出ると思う: 27%

カフェインの効果発現までの認識時間カフェインの効果発現までの認識時間カフェインの効果カフェインの効果

17 

37 

17 

15

20 

25 

30 

35 

構
成
率
（
％

N=608

3 

7 
9 

11 

0 

5 

10 

15 

5分未満 5～

10分

10～

15分

15～

20分

20～

25分

25～

30分

30～

35分

35～

40分

40分以上

）

1111M. A. J. Mets et al. ,2011

カフェイン効果発生予想時間（分）

※アンケート調査（一般ドライバー）より



3.3. 居眠り運転対策居眠り運転対策
3-3 カフェイン＋短時間仮眠①

・カフェイン摂取直後の短時間仮眠は、カフェインと仮眠両方の摂取 後 間仮 、 仮 方
相乗効果でより高い覚醒効果がある

・ カフェイン飲料購入のための行動は一時的に眠気を抑制し、仮眠は不要
がと誤認する可能性がある。

・ ３０分以上仮眠してしまったら十分眠気を覚まして運転再開することが必要

7.8
8

9
無仮眠 仮眠のみ 洗顔+仮眠 強い光+仮眠 カフェイン+仮眠

仮眠および

仮眠とその他対策の組合せ比較仮眠とその他対策の組合せ比較

4.2

7.2
6.6

3.9
4.4

5.7

3 33 14

5

6

7

8

ミ
ス
率

各対策後

0.6
1.2

2.7

0.4
0.9

1.4

2.1

3.3

0.8
1.2

3.0 3.1

1.7

0.4
0.7 0.7

1.1 1.0

0

1

2

3

4（
％
）

12

仮眠前 0-15 15-30 30-45 45-60

対策後経過時間（分）

Clin. Neurophysiol. 114 2268‐2278，2003



3.3. 居眠り運転対策居眠り運転対策
3-3 カフェイン＋短時間仮眠②

高速道路走行中に眠気発生

休憩施設に立寄り

カフェインの摂取 仮仮 眠眠カフ インの摂取 仮仮 眠眠

血中濃度上昇

寝付くまで５分
＋

第２段階まで１５分
シートを倒すとより効果的

２０分後に目覚め

眠気は解消
３０分以上の場合十分眠気を覚ます

13
運転再開



3.3. 居眠り運転対策居眠り運転対策
3-4 その他の対策

刺激による対策（冷水 体を動かす 咀嚼）は持続性がないが・刺激による対策（冷水、体を動かす、咀嚼）は持続性がないが、
休憩施設までの運転中の対処療法的な対策として有効である

・高照度の光・会話・音楽・喫煙など、適切に行えば効果的

＜刺激など＞

①視刺激

高照度 光 視覚 刺激 ら 気 ズ

＜喫煙＞

・高照度の光による視覚への刺激からヒトの眠気リズム

の日夜のサイクルとのずれが補正される。適切な時間

に実行しないと夜の睡眠に影響する。

②聴刺激

・ニコチンは覚醒には効果的である

・車内の酸素濃度の低下は疲労感を増す

・睡眠の質の悪化させる

・肺がん等の健康被害

・会話は大変効果的。ただし、相手の有無による。

・好みの興奮的楽曲を聴くことは効果あるが繰り返し

による慣れで効果が薄れる

・刺激（音）の大小ではない。

③運動・飲食

・冷気・体操・咀嚼（ガム・煎餅）など効果あり。

・持続性はなく、自発性が必要で眠気のある状態では
実施困難。

14

実施困難。



3.3. 居眠り運転対策居眠り運転対策
3-5 運送事業者における取組み

・眠気や疲労の蓄積を予防し、体調管理を重視眠気や疲労の蓄積を予防し、体調管理を重視
・安全教育等の指導実施率は8割超
・運転中の眠気には、無理をせず仮眠を取るよう指導
・先進安全自動車（ASV）や居眠り防止装置を積極的に導入

81安全教育・KYT(危険予知トレーニング)

事業者における居眠り防止の取組み事業者における居眠り防止の取組み

63

51

44

運行時間や運行シフト等の工夫

無事故等への報奨

前日の飲酒量、時刻の確認

44

40

31

運行時の効果的な休憩のための指導

事故へのペナルティー

体調管理(血圧や体温の把握など)

25

21

1

SAS(睡眠時無呼吸症候群)の検査

睡眠時間の確認(時間確保するよう指導)

特になし

15

1

0 20 40 60 80 100

その他

構成率(％)

N=299

※アンケート調査（運送事業者）より



3.3. 居眠り運転対策居眠り運転対策
3-7 車両・機器の進歩や国からの支援

居眠り運転による事故防止に資する技術の進歩・普及が進んでお
り、大型車では補助や義務化、乗用車では評価が行われている

対 象

適用時期（※）

新型生産車 継続生産車

補助区分 補助対象内容 補助率（上限額）

衝突被害軽減ブレーキ

事故防止対策支援推進事業(平成26年度)事故防止対策支援推進事業(平成26年度)
義務化（大型車）義務化（大型車）

新型生産車 継続生産車

衝突被害軽
減ブレーキ

H26.11.1 H29.9.1

車線逸脱警
報装置

H29.11.1 H31.11.1

先進安全自動車
(ASV)の導入

(バス事業者のみ)

(1)
(2)

(3)

衝突被害軽減ブレ キ
ふらつき注意喚起装置、
車線逸脱警報装置、
車線維持支援抑制装置、

車両横滑り時制動力・駆動力
抑制装置

1/2
(15万円/台)

運行管理
の高度化

(1)
(2)

デジタル式運行記録計

映像記録型ドライブレコーダー

1/3
(80万円/事業者)

(1)

(2)

ITを活用した遠隔地における
点呼機器

運行中における運転者の過

乗用車の評価（NASVA)乗用車の評価（NASVA)

過労防止のための
先進的な取り組み

(2)

(3)

(4)

運行中における運転者の過
労状態を測定する機器

休息期間における運転者の
睡眠状態等を測定する機器

運行中の運行管理機器

1/2
(80万円/事業者)

社内安全教育 1/3
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社内安全教育
の実施

事故防止コンサルティングの活用
1/3
(100万円/事業者)



4.4. 広報への適用広報への適用 ＜選定結果＞

◎：広報資料の軸として取り入れる項目

広報項目 選定
結果

判断理由 調査結果の留意点 広報内容

◎ 広報資料の軸として取り入れる項目

○：広報資料に補足的に取り入れる項目

×：対象外4-1 広報内容の整理

居眠り運転

の現状

危険性 ○ ・危険回避をせずに衝突するため被害が大きく、死傷率も高い ― 危険性を意識させる内容とする

事故の

発生状況
○

・H25年度 自主研究結果からヒヤリ・ハット率の高さが示され、居眠り運転

は身近にあると判明した

日本において、居眠り運転事故

件数は正確に把握されていない

居眠り運転事故件数を扱わず、ヒ

ヤリ・ハット経験割合を示す

居眠りの兆候 × ・「あくびをしたら要注意」のようなありきたりの広報となる ― ―

眠気の原因

と

疲労 ×

・居眠り運転の原因として重要だが、疲労を測る方法がなく、疲労の実感は

主観に依存

・「疲労時の運転は要注意」のような漠然とした広報となる

― ―

睡眠不足 ×
・居眠り運転の原因とし重要だが、SASなど医学的な問題は各個人に依存

・望ましい睡眠時間や睡眠習慣も個人に依存
― ―

と

身体への

影響 眠気のリズム ◎

・3つの生体リズムが存在し、これらリズムによって疲労・睡眠不足に関係

なく眠気が生じる

・居眠り運転の危険性が高い時間帯を知らせることは重要

眠気発生時間帯が昼過ぎと深夜

に出現するが、具体的な時間帯は

諸説が存在する

多くの知見を網羅するとともに、午

前・午後で数字を揃え「2時～4時」

「14時～16時」とする

眠気による

身体への影響
○

・連続覚醒はアルコール摂取時と同じ状況で危険であることが知られてい

ない
―

17時間起き続けた時の注意力が

ビールを500ml飲んだ時と同様であ

るる

居眠り運転

短時間仮眠 ◎
・主に眠気のリズムに対する有効性が確認されている

・適切な仮眠時間を認知していない利用者が多い

適切な仮眠時間は15～30分であ

り、30分以上では起床後に眠気が

しばらく残る

広報のわかりやすさと安全性より、

適切な仮眠時間を10～20分とする

カフェインの摂取 ◎
・カフェインの摂取は眠気に対して効果的である

・効果発現までの正しい時間を認知しない人が多い

カフェインは、摂取後の効果発現

に少なくとも15分かかる

効果発現までの時間は、余裕をみ

て20分とする

カフェインの摂取
カフ イン摂取後の短時間仮眠は相乗効果がある 上記2項目より カフ イン摂取後の防止策

イン 摂取

＋

短時間仮眠

◎
・カフェイン摂取後の短時間仮眠は相乗効果がある

・一部の国では一般化され広報されている（例：仏・米）
― 上記2項目より、カフェイン摂取後の

適切な仮眠時間は10～20分とする

日々の体調管理 ○
・運送事業者へのヒアリング結果より、体調管理が重要との知見が得られ

た
― 日頃の体調管理が重要であること

居眠り運転防止装置

導入の推奨
○ ・眠気防止の手を尽くしても眠気が生じたら装置に頼ることも必要 ―

市販されている装置の導入も居眠り

運転防止策の1つであること

17

(表現方法)
インパクトを重視した表現

○
海外の広報事例では、居眠り運転事故の危険性をインパクトのある表現で

伝えている
― 居眠り運転が危険である印象を与

える



4.4. 広報への適用広報への適用
4-2 広報チラシの例 ※一財）道路厚生会作成（平成26年度）
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4.4. 広報への適用広報への適用
4-3 広報動画(DVD)の例
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※一財）道路厚生会作成（平成26年度）



4.4. 広報への適用広報への適用
4-3 広報動画(DVD)の例
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※一財）道路厚生会作成（平成26年度）



ご清聴ありがとうござ ましたご清聴ありがとうございました。

詳細は報告書をご覧ください

当法人HP h // hi h j /当法人HP→http://www.express-highway.or.jp/
ホーム> 事業内容 > 調査研究事業 > 平成26年度 専門研究委員会
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